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第 8期介護保険事業計画策定に向けての検討の視点（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．今後のビジョンについて 

・第 6期計画から、団塊の世代が 75歳以上の高齢者となる 2025年を見据えて施策

を推進してきたが、第 8期計画策定においては、高齢者の更なる増加に加え、現

役世代の急減等も踏まえ、2040 年を目途とする長期的なビジョンの検討が必要。 

・引き続き、地域包括ケアの深化や制度の持続性確保を推進していくが、人口・就

業動向や社会課題の多様化・複合化等を踏まえた地域共生社会への対応が重要。 

 ・withコロナ時代における「新たな生活様式」への対応も新たに盛り込む。 

  

２．重点目標・施策の柱（7期計画と同様の項目） 

①フレイル対策を含めた介護予防の推進 

・ボランティアポイント（ＫＯＢＥシニア元気ポイント）の創設やつどいの場の拡

充など、高齢者が社会で役割をもって活躍できる機会を確保。 

・要支援者に対する総合事業（訪問介護、通所介護）の円滑な推進に向け、事業費

上限などの制度面、サービス利用状況なども踏まえ、見直しの必要性を検討。 

 ・保健・医療・介護データを活用し、介護予防事業の取り組み過程や成果について

検証し、ＰＤＣＡサイクルに沿った介護予防事業を推進。 

 ・リハビリ専門職を含め、多職種による高齢者の自立支援に向けた対策を推進。 

 

②地域での生活の継続に向けた支援 

・あんしんすこやかセンターは介護相談から派生する８０５０問題や生活困窮世帯

等の包括的な問題に対応。地域共生社会の取り組みとして、地域住民組織や社会

福祉協議会に配置する生活支援コーディネーター等との連携を更に推進。 

・医療介護サポートセンターの取り組みや、医療関係者とケアマネジャーをはじめ

とする介護関係者の連携等、切れ目のない在宅医療・介護提供の更なる連携推進。 

・災害時における要援護者支援として、高齢や障害といった制度の違いで対応に支

障が生じないよう、包括的な支援を推進。 

・災害や感染症発生時に備えた、介護事業所における研修・訓練や、必要な備蓄、

事業者間の協力体制の整備。 

 

〇3年を 1期とする介護保険事業計画を策定。当該期間での取り組みを規定し、介護保険料を 

定める。（今年度は第 8期計画（令和 3～5年度）の策定年） 

○介護保険事業計画は、老人福祉計画と一体的に作成。 

○「“こうべ”の市民福祉総合計画」と連携。 

○厚生労働省が定める基本指針（介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための 

基本的な指針）に即して策定。 
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③認知症の人にやさしいまちづくりの推進 

・認知症「神戸モデル」及び診断後支援の推進。 

・併せて、認知症施策推進大綱を踏まえた「共生」と「予防」の取り組みを推進。 

 

④安全・安心な住生活環境の確保 

・2025年を目途とする地域医療構想に基づく病院と在宅等での対応（在宅医療、介

護施設・在宅介護）との均衡を踏まえた施設整備。 

・有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の整備状況も勘案して計画。 

 

⑤人材の確保・育成 

・外国人材受入れ促進。受入れ後の生活や語学への支援。 

・介護現場のイメージアップや地域での担い手確保。 

・ＩＣＴ・介護ロボットの活用等による負担軽減及び業務の効率化。 

 

⑥介護保険制度の適正運営 

・介護サービス等の給付と保険料負担の均衡。 

・ケアプランチェックや、要介護認定、住宅改修・福祉用具貸与の適正化。 

 ・国交付金が廃止される紙おむつ支給事業への対応。 






























































































































































